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【事務事業名】 【所管部署】No.28
教育庁生涯学習部社会教育課

東京都立図書館の運営 東京都立中央図書館
http://www.library.metro.tokyo.jp/index.html（中央図書館、日比谷図書館、多摩図書館）

Ⅰ 事務事業の概要

【事業目的】 【上位目的】
図書館法及び同法に基づく「公立図書館の設置及 東京都教育委員会の教育目標及び基本方針

び運営上の望ましい基準」の趣旨により、東京都の
、 、公立図書館との相互協力 参考調査及び資料の収集

保存に関するサービスを行い、社会教育の充実を図
る。

【概要】

館 名 所 在 地 開 館 時 間
9:30(月は13:00)～20:00(土・日・祝・休日は17:00)中 央 図 書 館 港区南麻布六丁目７番13号
10:00～20:00(土・日・祝・休日は17:00）日 比 谷 図書館 千代田区日比谷公園一丁目４番
9:30(月は13:00)～19:00(土・日・祝・休日は17:00)多 摩 図 書 館 立川市錦町六丁目３番１号

都立図書館は、中央図書館、日比谷図書館及び多摩図書館が相互に機能を分担し、密接な連携の基に
一体的運営を図っている。
中央図書館及び多摩図書館は、都内公立図書館への資料の貸出、調査活動及び研修等への援助、都民

への調査活動への援助及び図書館未整備地域に対する資料の一括貸出等を行っている。
日比谷図書館は、図書及び視聴覚資料の都民への直接貸出し及び児童・青少年に対しての図書貸出、

相談業務等を行っている。

【概要図】
館内サービス 館内利用者に対するサービス

東京都立図 参考調査 都民及び都内公立図書館に対するレファレンス
サービス

書館協議会 相互協力 都内公立図書館に対する資料の協力貸出等
事 業

視覚障害者サービス 視覚障害者に対する対面朗読及び録音等

補完サービス 図書館未整備地域への資料の一括貸出
中央図書館

研修 都内公立図書館職員に対する研修会の実施
(主として都内)

資料の収集・整理
多摩図書館 資料収集

修理保全
整 理(主として多摩

図書目録の作成
地域)

館内サービス 館内利用者に対するサービス

参考調査 都民及び都内公立図書館に対するレファレンス
サービス

日比谷図書館 個人貸出サービス 図書資料の都民への直接貸出し
事 業

児童・青少年サービス 児童・青少年に対する図書の貸出、相談サービス

視聴覚資料サービス 視聴覚資料の都民への直接貸出し

都 立 図 書 館 電 算
都民及び都内公立図書館等に対する図書館蔵書データー、利用案内、レファレンス等

システム の提供(中央図書館)

明治41年度【事務事業開始年度】

【実施根拠】 【都における類似事業】
○社会教育法 ○東京都立大学図書館、東京都公文書館等

【国、区市町村等における類似事業】○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
○図書館法 ○国立国会図書館、公立図書館

【民間における類似事業】○公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
○東京都立図書館設置条例 ○私立図書館、大宅壮一文庫等

http://www.library.metro.tokyo.jp/index.html
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Ⅱ 事業費・事業規模の推移

区 分 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

歳 出 額 （千円） 1,529,580 1,354,764 1,211,556 979,741

特 定 財 源 （千円） 18,195 19,047 14,833 19,455

一 般 財 源 （千円） 1,511,385 1,335,717 1,196,723 960,286

職 員 数（常勤職員） （人） 211(202) 213(202) 208(195) 201(194)

仮 定 総 経 費 （千円） 3,377,518 3,221,283 2,990,996 2,724,220
(99.5％) (99.4％) (99.5％) (99.3％)(一般財源充当率)

【歳出節別内訳と主な内容 （平成12年度：千円）】
委託料・使用料及賃借料 177,844（図書館電算システムの運営）
委託料 252,020（施設管理等委託経費）
一般需用費 298,891（図書資料の収集等）
備品購入費 56,008（図書資料の収集）
報償費 29,690（対面朗読等）
光熱水費 114,902

区 分 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

一般レファレンス 258,729 225,958 234,310 318,000
レファレンス件数

協力レファレンス 3,228 2,978 2,895 4,000事
業

書庫内資料利用冊数 図書 雑誌 冊 627,501 634,906 714,971 693,000規 （ 、 ）（ ）
模

協力貸出冊数 （児童を含む （冊） 127,877 118,969 159,610 136,000の ）
推

個人貸出冊数(視聴覚資料を含む)（冊） 318,446 272,898 287,607 448,000移

入館者数（人） 1,321,693 1,211,113 1,287,291 1,433,000

［注］平成11年度は、10か月開館の数値

Ⅲ 参考データ欄

区 分 平成２年度 平成７年度 平成12年度 平成13年度

新聞・雑誌タイトル数（タイトル） 17,557 18,923 18,461

行政・郷土資料冊数（冊） 104,724 173,233 230,589

資料収集予算の推移（千円） 420,958 457,165 358,867 263,136

【参考】 【運営上の制約条件】
○情報化社会の進展により図書館サービスに対するニーズ ○資料費の削減（対前年度比27％減）
が高度化・多様化している。 ○日比谷図書館は、施設の老朽化が著し
○今後、新電算システムを活用した図書館ネットワークの い（築44年 。）
構築及び電子資料の利用による電子図書館構想など一層
のサービスの充実が望まれる。
［注］平成11年度は、10か月開館の数値

【都民・関連団体等から当該事務事業に対する主な意見】
○レファレンスの充実（電子メール、電話、ＦＡＸなど多様な方法によるアクセスの保障 （図書館協）
議会）

○各図書館の蔵書の横断的検索を可能にする （都民）。

【改善項目・見直しを行った点】
○新電算システムの稼働により、ホームページを開設し、利用者が来館前に図書館資料等の検索や情報
収集を行うことが可能となった。また、電子メールによるレファレンスも開始し、有効に活用されて
いる。なお、図書資料の利用者への提供期間が従来に比べ大幅に短縮された。

○館内の検索システムは、目録カードからパソコン検索となり、利用者にとってより効率的な検索が可
能となるとともに、システムを利用して職員が行うレファレンスの内容も広範かつ充実された。

【事務事業所管局のコメント】
都立図書館は、都民への図書館サービスの充実を図るため、区市町村立図書館への支援や都民の参考

調査の援助等の役割を担う都内公立図書館の中心的な役割の図書館である。
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Ⅳ 評価

【基本指標名】 利用サービス件数（件）

区 分 平成 1 0 年 度 平 成 1 1 年 度 平 成 1 2 年 度 平 成 1 3 年 度

目 標 値 (a) 1,328,000 1,396,000 1,494,000 1,599,000

実 績 値 (b) 1,335,781 1,255,709 1,399,393

達 成 度 (b/a) 100.6％ 90.0％ 93.7％

目標値の設定：平成５～９年度の平均値を基に増加率５％を加えた目標値を設定した。ただし、
12年度以降は、電算処理を加味し７％増とした。平成11年度は10か月開館の数値。

指標の算出式：利用サービス件数＝レファレンス件数＋書庫内資料利用冊数＋個人・協力貸出冊数

【参考指標名】 入館者数（人）

区 分 平成 1 0 年 度 平 成 1 1 年 度 平 成 1 2 年 度 平 成 1 3 年 度

目 標 値 (a) 1,433,000 1,433,000 1,433,000 1,433,000

実 績 値 (b) 1,321,693 1,211,113 1,287,291

達 成 度 (b/a) 92.2％ 84.5％ 89.8％

目標値の設定：平成５～９年度の平均値を基に増加率５％を加えた目標値を設定した。ただし、
入館者は、座席数が一定であることから、10年度以降の増は見込んでいない。

【達成度に影響を及ぼした外部要因】
インターネット、電子メール等の情報媒体の普及・進展

第１次評価（事業所管局） 第２次評価（知事本部）

平成12年度の利用サービス件数は、10か月○目標値より達成度はやや下回っているが、新電 ○
開館の前年度と比べ143,684件・11.4％の増算システムの稼働により、利用者がホームペー
加だが、目標を94,607件下回っている。ジや電子メールにより図書資料等の検索や情報
入館者数についても、目標を145,709人下回収集が可能となった結果、サービス件数は前年 ○

、 。度に比べ 11.5％ 143,684人の増となっており、 、 、 っており 達成度は89.8％に留まっている
新電算システムの導入により、資料整理の良好である。 ○
ピードアップが図られたほか、蔵書検索が○また、情報社会、生涯学習社会の進展に伴い都
容易になり、インターネットを通じて来館民ニーズは高まるとともに、多様化、高度化し

、ている状況にあり 設定目標値は 妥当である、 、 。 しなくても情報を得られるようになるなど
利用者に対する利便性が向上したが、利用
サービス件数及び入館者数は、ともに前年
度より増加しているものの、目標をや

３ ２や下回っている。

区 分 平成 1 0 年 度 平 成 1 1 年 度 平成1 2年度

利用サービス件数１件当たりの経費 円 2,528 2,565 2,137（ ）

入館者数１人当たりの経費（円） 2,555 2,660 2,323

図書館電算システム運用経費（千円） 380,809 208,666 207,891

第１次評価（事業所管局） 第２次評価（知事本部）

利用サービス１件当たりの経費と入館者一○新電算システム導入により図書資料等の効率的 ○
人当たりの経費は、ともに前年度対比で減な事務処理が可能になったこと、ホームページ
少している。開設等により利用サービス件数が増加したこと
新電算システムの導入により、旧電算シスにより、利用サービス単位コストは、前年比 ○
テムに比べ運用経費が４割程度減少した。16.7％、428円減ができた。

利用サービス件数及び入館者数は、ともに実 ○目標値に対して達成度は、93.7％とやや下回っ ○
前年度より増加しているものの、目標をや績 ているが、利用サービス単位コスト16.7％、
や下回っている。評 428円減となり、新電算システム導入による業務

改善の効果があり、良好である。価

達成度（評点４～１ ：計画、目標値に対する達成状況は順調か。設定した目標値等の水準は妥当か。など）
投入費用のチェック：費用対効果等を示す数値が良好であるか。など
実績評価 ： 達成度」に投入費用が妥当かの判断を加味する。「
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第１次評価（事業所管局） 第２次評価（知事本部）項目

都立図書館は、区市町村立図書館の業務を支○図書館は、生涯学習の振興を図る上で、極めて ○
援し、都民の生涯学習需要に応える情報基盤必 重要な社会教育施設である。
として、基礎的で重要な役割を担っている。○図書館法において必設置の定めはないが、公共

、 。性の観点から本来 行政が実施する事業である
○都立図書館は、調査・研究を援助する図書館と要
して都民や区市町村立図書館の支援業務を行っ
ている。また、社会経済環境の変化に伴い図書
館への都民のニーズは高まるとともに多様性
化、高度化している。 ４ ３

区市町村立図書館との役割分担を一層明確に○新電算システムの導入により種々のサービス向 ○
し、府県行政に求められる高度な情報サービ上が図られ、利用サービス件数は増加した。
ス機能と区市町村立図書館への協力支援機能○区市町村立図書館との役割分担を一層明確に
を強化すべきである。効 し、区市町村立図書館の支援機能の充実を図る
中央図書館に機能を集中させることにより、ことが必要である。 ○
図書資料の収集・収蔵を一元化し、運営のよ○中央図書館へ機能を集中させることにより、図
り一層の効率化を図るべきである。書資料の収集・整理及び収蔵の効率化を図り、

より効果的な利用サービスを目指す。率
○ＩＴ化の進展に対応し、デジタルミュージアム
化及び電子図書館化を推進する。また、庁内関
係各機関と連携し、行政資料を収集活用するこ
とで、利用者の利便性を高めることが必要であ性
る。

、 。○書庫内図書資料の出納の効率化 迅速化を図る

２ ２

新電算システム導入の効果として、利用サー○図書館法第17条により無料である。また、都立 ○
ビス件数の更なる向上が図られるよう、より公 の類似施設図書室においても手数料は、徴収し
一層図書館サービスのＰＲに努める必要があていない。
る。○民間有料データーベースの提供にあたり、有料
ＩＴ化の進展に対応し、都立大学図書館など平 化を図る必要がある。 ○
都関連機関のほか、区市町村立図書館や国立○青少年に対する入館制限を撤廃する。
国会図書館などと相互に連携し、ネットワー○ホームページ等において図書館の情報、事業内
クを構築することにより、都民に対する情報性 容等広く周知している。
提供機能の向上を図るべきである。

２ ２

【見直し】 【抜本的見直し】
中央図書館に機能を集中させることにより、都民サービスの一層の向上を図るため、下記の ○
図書資料の収集・収蔵を一元化し、運営のよ事項について、検討する。
り一層の効率化を図るべきである。総 ○業務内容を見直し、中央図書館へ機能を集中さ
区市町村立図書館との役割分担を一層明確にせることにより、効率的・効果的な図書資料の ○
し、府県行政に求められる高度な情報サービ収集・整理及び収蔵を実施すること。
ス機能と区市町村立図書館への協力支援機能合 ○庁内関係各機関と連携し、行政資料を収集し活
を強化すべきである。用することで、都民及び庁内への情報提供機能
ＩＴ化の進展に対応し、都立大学図書館や他の向上を図ること。 ○
団体の図書館など関係機関とのネットワーク評 ○資料等の電子化を促進するため、デジタルミュ
を構築することにより、都民の生涯学習需要ージアム構想及び電子図書館化の推進を図るこ
に応え得る情報基盤として都立図書館ならでとで、都民利用の利便性の向上を図ること。
はのサービスを展開していくべきである。価 ○老朽化の進む日比谷図書館については、今後の
、 、あり方について検討を行う。 ○なお 老朽化が進む日比谷図書館については

都立図書館全体の体制の中での役割を検討
、 。し そのあり方を抜本的に見直す必要がある

【国への提言】
○国立国会図書館の都道府県立図書館及び一般公衆に対するサービスを充実すること。
○電子資料に関する著作権法の整備を行うこと。

【特記事項】
なし

必要性（評点４～１ ：行政が実施すべき事業か。都で実施すべき事業か。社会経済状況の変化により、現在も事業に対する都民ニー）
ズはあるか。など

効率性（評点４～１ ：事業内容・実施方法は、他と比較して適当か。現在の実施方法が、最も効率的な方法か。など）
公平性（評点４～１ ：受益者負担のレベルは妥当か。サービスの提供方法が都民の利便性に配慮したものになっているか。など）
総合評価： 積極的推進】 【着実実施】 【見直し】 【抜本的見直し】 【廃止】【


